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UBIQUITI NETWORK【A2104】 

（Ubiquiti Networks, Inc.） 

－和解金のお取扱いについて－ 
 

拝啓 時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。 

平素は格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。 

さて、UBIQUITI NETWORKにかかる集団訴訟の和解が成立し、このたび和解金の分配が行われました。 

条件に該当するお客様には下記の通り和解金が支払われますのでご案内申し上げます。 

詳細につきましては、下記のとおりです。 

 

敬具 

記 

1．訴訟の内容 

：UBIQUITI NETWORK、及び同社の創設者であり最高経営責任者であるRobert J. Pera、元最高財務 

責任者であるJohn Ritchie、元取締役であるPeter Y. Chung、Christopher J. Crespi、Charles J.  

Fitzgerald、John L. Ocampo、Robert M. Van Buskirk、並びにUBIQUITI NETWORKの新規株式 

公開（IPO）を担当した引受会社らに対し、以下の集団訴訟が米国カリフォルニア州北部地区裁判所に 

て提起されました。 

（1）訴えの内容 

2011年10月14日から2012年5月3日の期間にUBIQUITI NETWORK株式を買付し損失を被った

投資家への損失の賠償を請求 

（2）訴えの理由 

UBIQUITI NETWORKは、2011年10月14日の新規株式公開（IPO）に際し発行した有価証券届出

書において、虚偽の報告を行い、公表されるべき重要な事実を隠蔽した。そのため、2011 年 10 月 14

日から2012年5月3日の期間にUBIQUITI NETWORK株式を買付し損失を被った投資家に対する

賠償金を求めて集団訴訟が提起された。 

（3）対象となる投資家 

    2011年10月14日から2012年5月3日の期間にUBIQUITI NETWORK株式を買付し損失を被った

投資家 

 

2．和解の内容 

UBIQUITI NETWORKが和解原資を支払い、今回の訴訟にかかる法廷費用、及び和解にかかる事務費用等

を控除し、残りを上記第1項（3）に適合する投資家に配分することで和解が成立しました。 

 

3．和解金のお取り扱い 

・弊社に分配された和解金は、上記第2項に従って按分した後、円貨にてお客様の口座へお支払い致します。 

(円転レート＝7/5  TTM－0.5円  109.93円/米ドル) 

・お客様口座への入金日は2018年7月10日となります。 

 

御不明な点などございましたら、お取引いただいております弊社窓口までお問い合わせ下さい。 

本資料は、投資勧誘を目的として作成したものではなく、情報提供を目的としたものであります。 

以上 

大和証券株式会社 


